
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人滋賀医科大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

特になし

理事

特になし

理事（非常勤）

特になし

監事

該当者なし

監事（非常勤）

特になし

  ②令和３年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和３年度における改定内容

学長及び役員の報酬水準は、法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏ま
えて設定している。また、他の比較的同等と認められる国立大学法人の長の報酬水準と同水
準としている。

　国立大学法人滋賀医科大学役員給与規程により、期末特別手当については、その者の在
職期間における業績を総合的に判断した結果を勘案し、経営協議会の議を経て支給割合を
定めている。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方
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２　役員の報酬等の支給状況
令和３年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,589 11,580 4,997
85

926
（通勤手当）
（地域手当） R2.4.1

※
千円 千円 千円 千円

14,888 9,816 4,236
50

785
（通勤手当）
（地域手当） R2.4.1

千円 千円 千円 千円

14,861 9,816 4,236
24

785
（通勤手当）
（地域手当） R2.4.1

千円 千円 千円 千円

14,888 9,816 4,236
50

785
（通勤手当）
（地域手当） R2.4.1

千円 千円 千円 千円

2,160 2,160 0 0 （　　　　） R2.11.1
※

千円 千円 千円 千円

（通勤手当）
（地域手当）

千円 千円 千円 千円

（通勤手当）
（地域手当）

千円 千円 千円 千円

（通勤手当）
（地域手当）

千円 千円 千円 千円

5,040 5,040 0 0 （　　　　） H29.4.1

千円 千円 千円 千円

5,040 5,040 0 0 （　　　　） R2.9.1

注１：総額、各内訳については千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注２：「地域手当」とは、民間の賃金水準、物価水準等を考慮し支給されているものである。
注３：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人の長

A理事

B理事

E理事
（非常勤）

前職

D理事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

A監事

D監事
（非常勤）

C監事
（非常勤）

その他（内容）

B監事

C理事
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事 該当者なし

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

滋賀医科大学は、本学の理念である地域の特徴を生かしつつ、特
色ある医学・看護学の教育・研究により、信頼される医療人を育成するこ
と、さらに、世界に情報を発信する研究者を養成することにより、人類の
健康、医療、福祉の向上と発展に貢献することに基づき、教育研究の質
のさらなる高度化を図り、国内外の多様な分野において指導的役割を
果たす人材を育成することを使命としており、法人化第３期においては
＜３Ｃ＞「Creation：優れた医療人の育成と新しい医学・看護学・医療の
創造」「Challenge：優れた研究による人類社会・現代文明の課題解決へ
の挑戦」「Contribution：医学・看護学・医療を通じた社会貢献」の取り組
みを学長のリーダーシップの下で推進している。

そうした中で、滋賀医科大学の学長は、職員数約2,000名の法人の代
表として、その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督し
て、経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報
酬33,315千円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間
給与額23,374千円と比べてもそれ以下となっている。

滋賀医科大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員
指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内容
の特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、これまで
の各年度における業績評価の結果を勘案したものとしている。

また、前年度の他の単科大学の長の報酬水準でも同水準となってい
る。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準
は妥当であると考えられる。

第３期中期目標・計画の中で、「学長のリーダーシップの下、効率的な大
学運営と意思決定が可能となるような、ガバナンス機能・リスクマネジメント機
能の強化を行い、透明性の高い大学運営を行う。」こととしており、各理事は
学長と共に目標達成に向けて大学運営に取り組んでいる。

そうした中で、各担当理事は職員数約2,000名の法人の役員として、学長
を補佐し、校務を司り、所属職員を統督している。

各担当理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締
役報酬19,276千円と比較した場合においても、それ以下となっている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥
当であると考えられる。

第３期中期目標・計画の中で、「学長のリーダーシップの下、効率的な大
学運営と意思決定が可能となるような、ガバナンス機能・リスクマネジメント機
能の強化を行い、透明性の高い大学運営を行う。」こととしており、各理事は
学長と共に目標達成に向けて大学運営に取り組んでいる。

そうした中で、各担当理事は職員数約2,000名の法人の役員として、学長
を補佐し、校務を司り、所属職員を統督している。

各担当理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の取締
役報酬19,276千円と比較した場合においても、それ以下となっている。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は妥
当であると考えられる。

国立大学法人滋賀医科大学監事監査規程に基づき、本学業務の適正
かつ効率的な運営を図ること及び会計経理の適正を確保している。

そうした中で、各監事は職員数約2,000名の法人の非常勤監事として、
会計監査人及び監査室と連携を密にし、効率的かつ効果的な監査を実
施している。

各非常勤監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の
取締役報酬19,276千円と比較した場合においても、それ以下となってい
る。

こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当であると考えられる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大
学法人、民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当
であると考える。

 
3



４　役員の退職手当の支給状況（令和３年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

監事B
（非常勤）

監事B

監事A
（非常勤）

理事B
（非常勤）

法人の長

理事A

理事B

理事A
（非常勤）

監事A

法人での在職期間
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５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

  該当なし

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

法人の長

理事A

理事B

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事A
（非常勤）

該当者なし

理事B
（非常勤）

監事A

監事B

監事A
（非常勤）

監事B
（非常勤）

判断理由

　
国立大学法人滋賀医科大学役員給与規程により、期末特別手当については、
その者の在職期間における業績を総合的に判断した結果を勘案し、経営協議会の議
を経て支給割合を定めている。

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

社会一般の情勢に適合させるため、人事院勧告を受けて決定される国家公務員の
給与水準を十分に考慮することとしている。
また、他の国立大学法人の給与水準も参考とする。

勤勉手当の成績率の判定及び昇給、昇格の実施にあたっては、勤務評定の結果等
を踏まえた勤務成績を考慮している。

　③　 給与制度の内容及び令和３年度における主な改定内容

　改定なし

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

874 39.7 5,848 4,305 76 1,543
人 歳 千円 千円 千円 千円

146 41.5 5,483 4,037 114 1,446
人 歳 千円 千円 千円 千円

170 51.2 8,798 6,452 90 2,346
人 歳 千円 千円 千円 千円

421 33.9 5,034 3,714 49 1,320
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 56.5 5,585 4,069 110 1,516
人 歳 千円 千円 千円 千円

107 40.1 5,579 4,111 109 1,468
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

27 42.5 3,047 2,256 76 791

うち所定内 うち賞与
令和3年度の年間給与額（平均）

平均年齢

特定業務職員

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

区分
総額

常勤職員

医療職種
（病院医療技術職員）

人員

技能・労務職種

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（大学教員）

その他医療職種
（看護師）
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人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

108 44.6 7,475 7,411 84 64
人 歳 千円 千円 千円 千円

55 45.9 6,769 6,769 93 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 43.7 8,353 8,353 77 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 37 6,426 4,700 34 1,726

人 歳 千円 千円 千円 千円

175 39.9 4,238 3,796 73 442
人 歳 千円 千円 千円 千円

32 51 3,568 2,618 124 950
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 59.8 4,435 3,224 65 1,211
人 歳 千円 千円 千円 千円

102 32.9 4,444 4,444 60 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 52.4 5,350 3,886 50 1,464
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 55.6 3,631 2,647 63 984
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 34.3 3,964 2,925 89 1,039

新年棒制適用職員

特任教員

常勤職員（年棒制）

年棒制適用職員

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員

技能・労務職種

特定専門業務職員

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

事務・技術

任期付職員

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注2：常勤職員のその他医療職種（看護師）については、該当者が２人のため、当該個人に関する情報が
特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員の全体の数値からも除外している。
注3:常勤職員のうち医療職種（病院医師）については、該当者がいない。
注4：在外職員及び再任用職員については、該当者がいない。
注5：技能・労務職種とは、調理師等をいう。
注6:常勤職員（年棒制）の特定専門業務職員については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報
が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員の全体の数値からも除外している。
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

課長 7 56.8 8,193

課長補佐 18 48.4 6,495

係長 46 47.1 5,943

主任 47 35.6 4,606

係員 28 33.8 4,276

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

平均年齢

7,466～5,307

8,755～7,751

分布状況を示すグルー
プ

千円

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

人員

5,633～3,452

（最高～最低）

7,070～4,480

6,165～3,671

年間給与額

注１：「課長」には、課長相当職である「室長」を含み、「課長補佐」には、課長補佐相当職である「主幹」を含み、「係
長」には、係長相当職である「専門職員」及び「主査」を含む。

0

5

10

15

20

25

30

35

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円
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②

③

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 50 57.1 10,604

准教授 35 52.3 8,708

講師 31 50.4 8,324

助教 52 44.9 7,198

助手 2

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

14,587～7,029

12,106～5,123

9,829～7,491

注１：助手の該当者は２人のため,当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年
齢及び年間給与の平均額は表示していない。
注２：年齢32～35歳は3人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、第１・第
３四分位について表示していない。
注３：年齢28～3１歳は２人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、　第１・
第３四分位、平均給与額については表示していない。

13,002～8,945

（最高～最低）
千円

0
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35

40

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員））

千

人
千円
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②

③

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1

副看護部長 4 50.5 6,880

看護師長 29 48.6 6,814

副看護師長 41 43.1 6,170

看護師 346 31.3 4,656

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

7,605～5,761

人員

6,775～3,701

注１：看護部長の該当者は１人のため,当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び年
間給与の平均額は表示していない。
注2：副看護部長の該当者は４人のため,当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与額の
最高額～最低額は表示していない。

（最高～最低）

～

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

平均年齢
年間給与額

6,959～5,035

～

分布状況を示すグルー
プ

千円

0
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60

80

100

120

140

160

180

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

人数
平均給与額
第３四分位
第１四分位
国の平均給与額

年間給与の分布状況（医療職員（病院看護師））

千

人
千円
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

55 55.8 55.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45 44.2 44.6

％ ％ ％

         最高～最低 47.4～41.9 47.4～41.9 46.1～43.1

％ ％ ％

58.2 58 58.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.8 42 41.9

％ ％ ％

         最高～最低 47.4～39.3 47.4～39.3 44.8～39.3

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

56.9 57.2 57

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.1 42.8 43

％ ％ ％

         最高～最低 46.8～41.1 46.8～40.3 46.8～41.1

％ ％ ％

58.2 58.3 58.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 41.8 41.7 41.8

％ ％ ％

         最高～最低 47.4～35.3 47.4～32.7 46.2～35.6

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低 ～ ～ 　　～　　

％ ％ ％

57.4 57.4 57.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.6 42.6 42.6

％ ％ ％

         最高～最低 47.4～37.4 47.4～35.6 47.4～37.4

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

区分

賞与（令和３年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員
（病院看護師））

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

（教育職員（大学教員））

（医療職員（病院看護師））

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

注：医療職員（病院看護師）管理職員の該当者は１人のため,当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから
記載していない。
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３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

　給与水準の妥当性の
　検証

内容

講ずる措置

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人　　　　　　　  95．6

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　83．4
・年齢・地域・学歴勘案　　　　89．1

　国に比べて給与水準が
高くなっている理由

（文部科学大臣の検証結果）

法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業
員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び他の国立大学法人の給与等を総合
的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与
水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考える。引き
続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　83．8
・年齢・地域勘案　　　　　　　　88．9

項目

（法人の検証結果）
【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　20.1％
（国からの財政支出額　70億円、支出予算の総額　350億円：令和３年度予
算）

【累積欠損額について】
累積欠損額　0円（令和３年度決算）

【検証結果】
国からの財政支出額は100億円未満であり、支出予算の総額に占める国の
財政支出の割合も50%未満である。
また、対国家公務員指数も100未満であり、累積欠損額も0円であることか
ら、給与水準は適切である。
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○医療職員（病院看護師）

　国に比べて給与水準が
高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　20.1％
（国からの財政支出額　70億円、支出予算の総額　350億円：令和３年度予
算）

【累積欠損額について】
累積欠損額　0円（令和３年度決算）

【検証結果】
国からの財政支出額は100億円未満であり、支出予算の総額に占める国の
財政支出の割合も50%未満である。
また、対国家公務員指数も100未満であり、累積欠損額も0円であることか
ら、給与水準は適切である。

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　99．7
・年齢・地域勘案　　　　　　　　99．2

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　91.3
　注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和3年度の
教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

項目 内容

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　95．7
・年齢・地域・学歴勘案　　　　99．9
（参考）対他法人　　　　　　　101．9

講ずる措置

（文部科学大臣の検証結果）

法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業
員の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、
国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につ
いて、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関
する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び他の国立大学法人の給与等を総合
的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与
水準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考える。引き
続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。
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４　モデル給与

●事務・技術職員
（扶養親族がいない場合）
　○22歳（大卒初任給）
　　月額196,776円　年間給与2,922,810円
　○35歳（課長補佐）
　　月額320,112円　年間給与5,387,162円
　○50歳（課長）
　　月額481,140円　年間給与7,786,792円

●教育職員（大学教員）
　○22歳（大卒初任給）
　　月額233,712円　年間給与3,471,439円
　○35歳（准教授）
　　月額404,460円　年間給与6,806,656円
　○50歳（教授）
　　月額626,508円　年間給与10,438,480円
※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円
（教員職員（大学教員）のうち教授は3,500円）、子１人につき10,000円） 
を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

勤勉手当の成績率の判定及び昇給、昇格の実施にあたっては、
勤務評定の結果等を踏まえた勤務成績を考慮している。
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Ⅲ　総人件費について

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

・退職手当支給額　　定年退職者の増加による増

Ⅳ　その他

特になし

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費

区　　分

非常勤役職員等給与

福利厚生費

330666

6320813

531596409733620531

1678551

14058277 14064034 13862216

6508074

退職手当支給額

1377694913413911

4896620

6262567

5235404 5228961 5475128 5220938

295174

4664045

12829888

17888691757508177241417611941608102

6366051 6436371 6421665

414300

給与、報酬等支給総額

・「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11
月17日閣議決定）に基づき、平成30年1月から以下の措置を講
ずることとした。

役員に関する講じた措置の概要：調整率を「100分の83.7」に

引き下げた。
職員に関する講じた措置の概要：調整率を「100分の83.7」に

引き下げた。
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